
実体審査～登録要件

商標出願から商標登録までの流れ

拒絶理由通知

登録査定

意見書
補正書

応答（反論）

拒絶査定

設定登録

拒絶審決

（審判部）審理

登録証

応答なし

出願公開
（公開公報掲載）

異議申立

登録されたことに異論ある第三者からの
異議申立（公報掲載後２ヶ月以内）

があれば、審理のうえ

登録維持か登録取消か
を決定

登録不可

登録可

出願人による手続

特許庁の審査・審理の結果

特許庁による処理

方式審査～書類書式

登録料納付

出 願
*************
商 標

商品・役務区分
指定商品・役務

出願人

登録可？

登録可

登録不可

審査継続

商標公報に掲載

審判請求

登録審決

登
録
は
１
０
年
間
存
続
・
更
新
可
能

知財高裁

最高裁判所

拒絶されたことに
不服ある場合
の手続

出願から審査結果
（拒絶理由通知・
登録査定）を

受けるまでには、
通常１０ヶ月～
１２ヶ月程度。
（早期審査で早めるこ

とが可能）
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